
国
家
情
報
会
議
設
置
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

  

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

国
家
情
報
会
議
及
び
国
家
情
報
局
は
、
複
雑
で
厳
し
い
国
際
環
境
に
お
い
て
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
施
策
の
中
核
を
担
う

司
令
塔
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
を
通
じ
、
国
力
の
強
化
を
真
に
実
現
す
る
こ
と
。
ま
た
、
情
報
活
動
を
推
進
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
日
本
国
憲
法
が
保
障
す
る
基
本
的
人
権
を
尊
重
す
る
こ
と
。 

 

二 

情
報
部
門
で
あ
る
国
家
情
報
会
議
及
び
国
家
情
報
局
が
政
策
部
門
で
あ
る
国
家
安
全
保
障
会
議
及
び
国
家
安
全
保
障
局
と

対
等
な
関
係
と
し
て
新
た
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
情
報
収
集
や
分
析
は
政
策
部
門
の
的
確
な
判
断
に
資
す
る
た

め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
一
層
留
意
す
る
と
と
も
に
、
両
部
門
の
適
切
な
連
携
と
分
離
を
確
保
す
る
こ
と
。 

 

三 

本
法
に
基
づ
く
調
査
審
議
の
対
象
と
な
る
「
重
要
情
報
活
動
」
に
つ
い
て
は
、
「
重
要
国
政
運
営
」
に
「
資
す
る
情
報
」

の
解
釈
が
過
度
に
広
範
な
も
の
と
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
国
民
の
安
全
や
国
益
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
政
策
部
門
に
お
け

る
対
応
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
情
報
を
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

四 

「
重
要
情
報
活
動
」
及
び
「
外
国
情
報
活
動
へ
の
対
処
」
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
並
び
に
そ
れ
ら
の
要
請
に
当

令
和
八
年
五
月
二
十
六
日 

参

議

院

内

閣

委

員

会 

 



た
っ
て
は
、
個
人
情
報
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
関
し
、
個
人
情
報
保
護
法
等
の
法
令
や
各
組
織
に
お
け
る
関
連
規
定
の

遵
守
は
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
が
無
用
に
侵
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
十
分
な
配
慮
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
目
的
外
利
用

と
な
る
個
人
情
報
の
提
供
及
び
そ
の
要
請
に
つ
い
て
は
、
同
法
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
提
供
を
受
け
た
情
報
に
つ
い
て
も
、

同
法
の
規
定
に
反
す
る
利
用
目
的
以
外
の
利
用
を
厳
に
慎
む
こ
と
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
つ
い
て
も
、
法
令
の
規
定
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
と
同
様
の
取
扱
い
に
留
意
す
る
こ
と
。 

 

五 

内
閣
総
理
大
臣
や
内
閣
官
房
長
官
を
始
め
と
す
る
政
策
部
門
は
、
情
報
部
門
に
対
し
、
そ
の
所
掌
事
務
と
は
無
関
係
な
情

報
収
集
依
頼
を
行
わ
な
い
こ
と
。
ま
た
、
国
家
情
報
局
及
び
関
係
行
政
機
関
に
お
け
る
「
重
要
情
報
活
動
」
及
び
「
外
国
情

報
活
動
へ
の
対
処
」
に
当
た
っ
て
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
遵
守
は
も
と
よ
り
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
の
立
場
を
逸
脱
す

る
よ
う
な
政
治
的
中
立
性
を
損
な
う
情
報
収
集
は
行
わ
な
い
こ
と
。
特
に
、
特
定
党
派
の
利
益
又
は
不
利
益
を
図
る
た
め
、

国
内
の
政
治
家
や
選
挙
区
に
関
す
る
情
報
や
、
選
挙
及
び
選
挙
運
動
に
関
す
る
情
報
の
収
集
は
行
わ
な
い
こ
と
。 

 

六 

本
法
の
施
行
後
、
政
府
の
情
報
活
動
の
中
長
期
的
な
推
進
方
策
を
文
書
と
し
て
ま
と
め
、
国
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、

公
表
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
四
及
び
五
に
反
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
並
び
に
そ
れ
ら
の
要
請
を
行
わ
な
い
た
め
の
具
体

的
方
策
に
つ
い
て
も
検
討
の
上
、
盛
り
込
む
こ
と
。 

 

七 

国
家
情
報
会
議
及
び
国
家
情
報
局
の
活
動
内
容
に
つ
い
て
、
六
の
文
書
と
は
別
に
、
国
民
の
懸
念
を
払
拭
す
る
た
め
、
関

係
法
令
、
本
法
案
に
関
す
る
国
会
答
弁
及
び
本
附
帯
決
議
の
内
容
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
含
め
、
そ
の
求
め
に
応

じ
る
な
ど
し
て
、
国
会
に
適
時
適
切
に
説
明
す
る
こ
と
。 

 



八 

事
後
に
検
証
で
き
る
よ
う
国
家
情
報
会
議
の
議
事
の
記
録
を
作
成
し
、
配
付
文
書
と
と
も
に
、
公
文
書
等
の
管
理
に
係
る

制
度
に
基
づ
き
、
公
文
書
と
し
て
適
正
な
期
間
保
存
す
る
こ
と
。 

 

九 

国
家
情
報
局
長
は
一
定
期
間
継
続
し
て
在
任
す
る
こ
と
が
好
ま
し
く
、
そ
の
人
選
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
職
責
の
重
要
性

に
か
か
わ
ら
ず
実
質
的
に
同
一
行
政
機
関
の
出
身
者
の
い
わ
ば
指
定
席
と
な
っ
て
い
る
と
の
疑
念
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ

う
、
適
材
適
所
を
旨
と
し
、
そ
れ
ま
で
の
経
験
を
踏
ま
え
つ
つ
、
人
物
本
位
・
能
力
本
位
で
行
う
こ
と
。
ま
た
、
国
家
情
報

局
の
新
規
採
用
職
員
に
つ
い
て
は
必
要
な
知
識
や
技
術
を
習
得
す
る
た
め
に
一
定
の
研
修
期
間
等
を
確
保
す
る
こ
と
や
、
幹

部
職
員
を
構
成
す
る
他
省
庁
等
か
ら
の
出
向
者
に
つ
い
て
も
相
当
期
間
在
任
さ
せ
る
こ
と
等
に
よ
り
、
業
務
の
継
続
性
を
確

保
し
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
・
サ
イ
ク
ル
が
円
滑
に
機
能
す
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

十 

対
外
情
報
を
収
集
す
る
た
め
の
行
政
機
関
の
設
置
の
法
制
度
や
、
い
わ
ゆ
る
ス
パ
イ
活
動
を
含
む
外
国
に
よ
る
我
が
国
に

対
す
る
不
当
な
影
響
力
の
行
使
を
防
止
す
る
た
め
の
法
制
度
で
あ
っ
て
国
民
の
権
利
利
益
を
制
約
す
る
も
の
を
仮
に
検
討
す

る
場
合
に
は
、
適
切
に
国
会
が
監
視
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
前
提
に
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
法
制
度
が
実

施
さ
れ
た
場
合
、
国
家
情
報
会
議
及
び
国
家
情
報
局
の
集
約
し
得
る
情
報
は
質
的
量
的
に
大
き
く
変
わ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
に
よ
る
国
家
情
報
会
議
及
び
国
家
情
報
局
に
対
す
る
情
報
提
供
の
状
況
を
国
会
の
監
視
対
象
と
す
る

こ
と
も
検
討
す
る
こ
と
。 

 

十
一 

十
の
法
制
度
も
含
む
、
一
層
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
係
る
態
勢
の
整
備
を
仮
に
検
討
す
る
場
合
に
は
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ

ン
ス
に
係
る
態
勢
の
整
備
が
国
家
の
存
立
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
わ
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
に
、
我

が
国
の
健
全
な
民
主
主
義
の
根
幹
の
維
持
を
始
め
国
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
う
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
政
治
的
中



立
性
及
び
国
会
に
よ
る
民
主
的
統
制
が
確
保
さ
れ
る
と
と
も
に
、
日
本
国
憲
法
の
保
障
す
る
国
民
の
自
由
と
権
利
が
尊
重
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
ま
た
、
外
国
の
利
益
を
図
る
目
的
で
行
わ
れ
る
一
定
の
活
動
を
行
う
者
に

係
る
国
へ
の
届
出
制
度
の
創
設
を
含
む
当
該
活
動
の
把
握
及
び
こ
れ
を
国
民
に
周
知
す
る
た
め
の
措
置
、
情
報
収
集
等
に
係

る
手
法
を
拡
充
す
る
た
め
の
措
置
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
従
事
す
る
者
等
の
安
全
及
び
適
切
な
処
遇
の
確
保
の
た
め
の
措

置
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
関
す
る
専
門
的
知
識
や
技
能
を
有
す
る
者
の
確
保
の
た
め
の
措
置
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
実

施
状
況
及
び
そ
の
効
果
の
検
証
の
た
め
の
措
置
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。 

 

十
二 

国
家
情
報
会
議
及
び
国
家
情
報
局
に
は
機
密
性
の
高
い
情
報
が
よ
り
多
く
集
約
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
鑑

み
、
施
設
・
設
備
や
構
成
員
な
ど
に
つ
い
て
万
全
の
情
報
保
全
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

 

十
三 

情
報
部
門
の
業
務
の
専
門
性
や
複
雑
性
な
ど
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
国
家
情
報
局
に
お
い
て
は
総
合
職
職
員

の
採
用
を
検
討
す
る
な
ど
、
プ
ロ
パ
ー
職
員
の
比
率
を
高
め
て
い
く
こ
と
。
ま
た
、
情
報
活
動
に
従
事
す
る
職
員
の
給
与
等

の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
全
体
の
給
与
の
在
り
方
等
と
の
公
平
性
に
十
分
に
留
意
し
必
要
な
検
討
を
行
う
と
と

も
に
、
Ａ
Ｉ
や
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
に
関
す
る
民
間
出
身
の
高
度
専
門
人
材
の
確
保
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
任
期
付

職
員
制
度
等
の
活
用
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

十
四 

経
済
安
全
保
障
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
、
偽
情
報
拡
散
に
よ
る
影
響
工
作
等
の
変
化
が
著
し
い
先
端
領
域
の
横
断
的
な
課
題

が
増
大
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
情
報
活
動
に
従
事
す
る
職
員
の
士
気
の
向
上
を
図
り
つ
つ
、
省
庁
横
断
的
に
必
要
な
知

識
・
技
術
等
を
習
得
す
る
た
め
の
研
修
や
共
同
研
究
の
実
施
、
養
成
機
関
の
早
期
の
実
現
、
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
省
庁
間
で



の
出
向
な
ど
実
効
性
の
高
い
人
材
育
成
を
進
め
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


